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①．大津市公営インフラ事業の現状

事業概要事業概要事業概要事業概要
• 本市は、ガス、水道及び下水道の3事業を企業局(公営企業)において実施している
• ガス事業は全国の公営ガス事業者のうち、仙台市に次いで2番目の売上規模である
• শফに渡り、インইছ事業者として市ড়生活を匣इている

水道事業 下水道事業ガス事業

� 昭和12ফ供給開 � 昭和5ফ給水開 � 昭和44ফ供用開

� 及૨70.3%
約9万6ૺに供給

� 及૨99.9%
約15万2ૺに給水

� ガス売上約110億円*
� 正規職員数100名

� 全国の公営ガス事業者
の中で2番目の規模

� 製造設備は持たず、全
供給をਭけている

� 給水収益約53億円*
� 正規職員数104名

� 琵琶湖を水源とし、
6箇所の浄水施設より
水道水を給水している

� 下水道ઞ用મ約69億円*
� 正規職員数66名

� 4つの૪৶યに分かれ、
うち、2つは県が運営す
る琵琶湖ୠ下水道に、
1つは市で૪৶

� ম市が管৶する水再ে
७ンॱーはෆฐ的ড়間
委託を既に実施中

� 及૨98.3%
約13万2ૺを૪৶

H28ফ২拢時点、ഀٮ:速報値
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①．大津市公営インフラ事業の現状
ガスの販売と水匠・下水匠の有収水
• 3事業ともに、整備拡張の時代から維持管৶の時代へষしている
• ガスの販売（平成22ফআーॡ）ृ水道・下水道の有厓水は匬厮ൊ向
となっている

4

※平成21ফを100としたときのফ২の水準
※平成29ফ২ਰఋについては、平成28ফ২に実施したশ収支ৄ通しの需要想定
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①．大津市公営インフラ事業の現状
これまでのガス事業の在り方検討
・昭和５５ফ４ڴع月
昭和53ফ5月に発生した藤尾学区のガス事故を契機に｢ガス事業検討委員会（庁内委員）｣が設置され、｢ガ
ス事業は速やかにড়間へ移管されることが望ましい｣と報告

・昭和５ڲফڵ月ع昭和５ڳফ１月
｢大津市ガス事業懇話会（庁外委員）｣に在り方について諮問

・昭和５ڳফ１月
同懇話会より岣ড়間へ移管することが望ましいと思慮される岤と掬捩
掬捩を受け、ড়営化へ向けོ意、協議を匤峗たがള数の課題により勘合意

・昭和５ڵফڵ月
市議会定捁会にて岣ガス経営を持続できるৄ通しがয়峋、状捵をৄ掄めながらこのまま継続してまいりたい岤と掬ఉ
（市শ）

➠ガス事業の在り方検討は一時終息
・平成２３ফ１月ع平成２４ফ１月
大津市ガス事業のあり方庁内検討委員会により岣公営で継続することが望ましい岤と市শへ報告

・平成２４ফڵ月ع平成２５ফ３月
大津市ガス事業のあり方検討業務委託にて上記の庁内検討結果の検証を実施

・平成２５ফڵ月
上記の検討結果を౷まえ岣ガス事業を卟峋にড়営化すべき状捵ではなく、現時点においては公営を継続すべきと
匯友した。しかしながら、ガス事業を取りඕく経営環境の変化を挅拹してまいる岤と掬ఉ（市শ）

5

その後、当時の匯友材厄として無かったガスの小売全面自由化が決定され、社会午厕の変化
により、当局の経営環境が大きく変わろうとしている
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②．大津市ガス事業の課題
ガスの小売全面自由化の概要図
• 平成29ফ4月にガスの小売全面自由化が開始され、新規参入小売事業者（以下、新規参入者とする）によ

る本市エリアでの販売が進む可能性がある
• 新規参入者は、ガス以外の商品との७ッॺ販売ृᆛな厄স等をൕऑ顧客獲得していく可能性がある

「託ଛમ*」…ガス導管を保有する事業者が、新規参入者などの依頼に応じてガスを
ガス導管にਭけ入れ、払いলし地点においてガスを供給するのઞ用મ等

「安全点検*」…ા機ஓ৹ਪは৵売事業者、内管えい検ਪは導管事業者が実施
6
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②．大津市ガス事業の課題
小売全面自由化の動向
• 匰ৡとガスの小売全面自由化により、各エネルギー企業等の動きが活発化し

ている
• 国は新規参入者の競争性確保策を検討しており、顧客喪失の可能性がある

エネルギー関連企業等
の動向

• 新規参入に向けて、平成29ফ3月末時点で45事業者が৽ੋਓ業
に৵売事業ఃஈをষढた

• その内、家庭向けに販売を予定しているのが16社である

国の最新の動向
• 有者委員会で、ガス事業者षのLNG基地の開放を義務付けた
• 自由化を控え「適正なガスの取引についての指針」の改定が平成

29ফ2月6にষॎれた

匪ষする匰勴
小売自由化の動向

• 平成29ফ2月末時点、全国で約311万件（10%）、ঢ়ਧでは約64
万件の契約ু続きがষॎれている（※自社内જ౹அि）
（ਗ਼ৡઁୠ的運営推ਤ機ঢ়スイॵॳンॢ३スॸਹ用状யより）

• ガス小売自由化を契機にエネルギー業界の競争が激化
• 本市においても新規事業者参入が発生
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②．大津市ガス事業の課題
ガスの小売全面自由化による在り方検討経過

時 期 内 容
平成25ফ11月 বで匰ৡ・ガスの全面自由化（ガスシステム改革小委員会設置）の検討が開始される
平成26ফ2月 日本ガス協会により公営ガス事業者の自由化への対応を図るべくワーキンググループが設置される

（公営企業特有の課題について調査・研究）
平成26ফ4月
平成27ফ3月ع

プロジェクト会議にて、ガスの自由化への対応策の検討をした（ポイント制、他業種とのセット割等の検討）
➠勞終報告にて、厰対応策の導入は勘可と匯友した

平成26ফ11月 全ব公営事業者会議の場で公営企業特有の課題を総務匚及び経匡産業匚に対して説明
（地方自治法に定める議会承認の必要性、附帯事業の制限等）

平成27ফ4月 公営企業特有の課題を解決すべく、新たなアイデアの検討を開始
平成27ফ9月 様رな事業運営形態を検討するর、公営企業特有の課題を解決するু法は公共施設等運営権制২が勞ిであると匯友

した
平成27ফ10月
平成28ফ3月ع

内ద匕、総務匚、経匡産業匚にガス事業での同制২のి用可౯についてৄ解をቯうため掶問
（平成28ফ3月：同制২にి合することについてৄ解を得る）

平成28ফ1月 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会（第27回）でガスの小売全面自由化を平成
29ফ4月1日を施ষ日とすることが決定された

平成28ফ4月ع 委託業務により、新たな事業スキームの検討及び実施スケジュールの作成等を実施する
平成28ফ11月 検討を進めるにあたり、議会への説明及び事業スキームの公表を実施する
平成28ফ11月
平成29ফ1月ع

本構想の実現可能性の匯友材厄として、マーケットサウンデ崋ング調査を実施する

平成29ফ3月 市議会に対し、本構想における様رな事業運営形態の検討及び収支匨について、説明をষう
平成29ফ4月 大津市ガス事業の在り方検討における、基本方針（案）をとりまとめる
平成29ফ4月ع 外部有掟者による岣大津市ガス事業の在り方検討委員会岤を開ಈ（第1回:4月19日、第2回:5月9日）

第2回委員会にて、検討の方向性の提言を受ける
平成29ফ5月 有掟者委員会の提言を大津市議会施設拤任委員会（5月12日）にて報告

委員শより、岣০後のスイッチングの状捵など、経営環境の変化に挅拹するとともに、十分な経営分析等をষいながら、本件
に関する実施方針（案）の策定に向けた取り組みを進めていた峊きたい岤との言挺を受ける
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• ガス事業法に基づく、ガス小売事業と一般ガス導管事業の業務区分

②．大津市ガス事業の課題
本市ガス事業の業務区分
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一
般
ガ
ス
導
管
事
業

ガ
ス
小
売
事
業

・託ଛ管৶（契約、検針、精算等）

・託ଛ厄সの設定

・ガス供給設備の整備
（導管等の整備ಌ新工事）
・内管工事

・都市ガスの調達

・都市ガスの販売

・小売厄স設定

・小売営業

・小売契約

・厄স収納

・需要家保安業務
（消費機器調査）
（安全使用周知）

・供給設備の維持管৶
（点検、修繕）
・供給ಓৡの監視

・緊急保安対応

・需要家保安業務
（内管ጔ検査）
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厱点 想定される課題

事業展開・サービス拡充
の制約

• 地方自治法、地方公営企業法の制約から、附帯事業が制限される
• 地方公営企業は捑掄的、ഩৡ的な営業展開が難しい

ガス厄সのഩৡ的な設定
への制約

• 匰ৡや通勼事業者との提携やセット販売等がষえ峄、新規参入者への
対抗策が十分に打てない

• 厄সをৄ卟す場合、市議会の議決を得る必要があることから、会期時期
をৄྚえる必要があるなど、柔軟な厄স設定が困難である

• 附帯事業に制約があり、ガス厄সでの募価回収が求められるため、他商
品の価格設定を勘案した柔軟な価格設定が困難である

• 一般ガス導管事業では託ଛ厄সはবの認可が必要であるものの、事業匔ີの厊入
が認められており、安定経営が可能と考えられる

• 一方、ガス小売事業は新規参入者（ড়事業者）と競合することとなる。そのため、
公営事業者特有の課題として、事業展開や厄সに関する課題があり、新規参入者の
サービス・厄স面に厝分に対ಿできない

• その結果、ガス小売事業では൹客ါଷをഃき、販売や収இの匬厮が想定される

②．大津市ガス事業の課題
公営継続で想定される課題

10
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②．大津市ガス事業の課題
経営シミュレーションの実施

11

• 公営継続時の一般ガス導管事業とガス小売事業の各経営シミュレーションの実施
• 前提条件を下記のとおり

基礎条件

• 平成28ফ২作成の本市ガス事業のশ期収支計画を基に導管事業と小売事
業にコストを配分する

• 主なコスト配分の考え方
⁃ 減価却費・修繕費・揄却費・ᆞ税課স
…すべて導管事業に帰属する

⁃ 需要開発費
…すべて小売事業に帰属する

⁃ 人件費
…託拡厄স捩請の計算に用いた人件費がশ期収支の人件費にಚめる割
合を算出し、当該割合に基づき導管事業と小売事業に配分する

⁃ 上記以外の経費（委託費等）
…業務岾とに過掇の実ౚ等を勘案した发厾によって導管事業と小売事業に
配分する

スイッチン
グ厾

• 100万㎥以上の大口需要家：スイッチングなし
• 100万㎥未満の小口需要家：ガスの小売全面自由化後、12ফ間で10％

【前提条件】
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②．大津市ガス事業の課題
公営継続の経営シミュレーション（小口スイッチング10％）
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（売
上
高
：百
万
円
）

（当
期
純
損
益
：百
万
円
）

• 本市单成のশ期厓匣匧厐をঋースに小売事業と導管事業の益をजれझれ厊লすると、ガス事業
全体ではహ字が維持されるが、小売事業としては10ফྸ匧で492ٻ百万円の赤字となる

• 小口でのスイッチングを考慮しているが、大口等も含め今後想定以上に進んでいくと、ガス事業
全体への経営に影響が発生する

（年度）

▲29 ෞ益ྸ計
▲492百万円

3 ▲39 ▲45 ▲57 ▲88 ▲56 ▲38 ▲84 ▲59

ガス販売量（百万m3） 162.33 161.99 161.65 161.31 160.97 160.63 160.29 159.96 159.62 159.28 （H29.3作成）
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②．大津市ガス事業の課題
ガス緊急保安体制（現状と課題）
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緊急保安体制を全て直営で
構築する場合の必要最低人員数

２４名

現ষの緊急保安体制（一部委託）
を継続する場合の必要最低人員数

１８名

※職した現役職員は、โফ২かै5ফ
間再任用職員として在籍する前提で算定
している

（H29.6時点）

図 ガス系プロパー職員数の推移と緊急保安体制維持に必要な人員数

現役職員だけで緊急保安体制構築必要する場合の
人員割込みが想定される時期

• 体制をガス系プロパー職員のみで構築する場合、平成31ফ২匆ఋ、人員勘ଌに
より運営に支障をきたす ※現ষは水道プロパーも含め構築

• 他の業務も含め、退職者の急増によりノウハウの継承が困難になる
※プロパー職員の採用は昭和63ফ採用が勞後

（ফ২）

【18名内訳】

３名６班体制２班待機（常時６名）

【6名内訳】

保責１名、通信１名、現場対応２x2名
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① ガスの小売全面自由化による大きな社会情勢の変化
• ガスの小売全面自由化にൣい、自由競拫環境を確য়するためবが新規参入をയ進さ峅る施
策を卙رに公表しており、新規参入者が他業種とのセット販売や低厄স等をൕ岼大津エリアで
事業展開する可能性がある。

• このため、今後は市ড়へ付加価値の高い新たなサービスや厄স嵉崳ューの提供が求められる。
• しかし、事業展開や厄সに関して、公営事業者特有の課題を抱えており、新たなサービスの
拡充や厄স設定の自由২においてもড়企業に发べ制約を抱えることになる。

• また、平成29ফ4月以ఋ、契約卲り౹えの୶を受けるなどし、経営状況が厳しくなり、これ
までお客様に提供してきたᆛなガス厄সの維持が出来ない可能性がある。

• 現状、家庭用では新規参入がないものの、10万㎥/ফ以上の大口のお客様でスイッチングや
価格対抗が発生している。

② 人材・組織面の脆弱化
• 企業局独自採用職員のৈফೡ化により専門技術職で構成している組織体揀の維持が困難
な状態にある。

• ガス事業の根幹である緊急保安体制が平成31ফ২匆ఋ、「直営体制」の確保ができない。

③．大津市ガス事業の課題のまとめ
課題の整৶

14
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OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

・ ガスの小売全面自由化を踏まえた３つの視点

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
目指すべき姿

15

◆３つの視点

①市ড়崳ー崢の反映
②持続可能な事業の推進
③将来コストの縮減

地域経済
①地元企業の活躍
②地元雇用の創出
③地域の活性化

市ড়
（お客さま）

市ড়
（お客さま）

①安心安全な暮らし
②低ᆛなガス厄স
③充実したサービス

三方よし三方よし
「お客さまよし」

「地域よし」 「官よし」
大津市

・安心安全で快適な暮らしをお
届けすることが必要

・市ড়にと峍て、最ఒな手法とな
ることが必要

・地元企業を通じ、地域経済の
発展に繋がることが必要



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• ガス事業の運営を持続的にষうことができる形態の検討

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討 （手法の概要）

16

• 公共性に配慮した事業運営が可能
• 可能な限り、業務をড়間事業者に委
託する

• 個別業務毎に委託契約を締結する
• 市は業務を監挠し委託厄を支払う
• 資産等すべて市が継続して保有する
• 業務管৶に専門知掟を有する職員の
育成が必要

• 個رの委託業務をෆฐし、শ期的に
委託する

• 個別委託より、コスト削減効果がある
• 資産等すべて市が継続して保有する
• 業務管৶に専門知掟を有する職員の
育成が必要

※個別委託の発展型

大津市企業局 ড়企業
Ａ○○業務

××業務

■■業務

業務
委託

公設ড়営方式

概
要

公設公営方式
個別委託（委託拡大） 包括業務委託 指定管৶者制২

形
態
イ
メ
ー
ジ

ড়企業
B

ড়企業
Ｃ

• 小売業務や施設ಌ新業務についてড়
間企業等を指定管৶者として設定する

• 資産等すべて市が継続して保有する
• 業務管৶に専門知掟を有する職員の
育成が必要

• 指定期間は３５عফが一般的であり、
人員採用・育成や新規事業への投資
などをষいにくい

• 厄সを市が承認する必要があり、市場
動向に応じた厄স勛റに課題がある

お客様

サービス
提供 厄স

大津市企業局

○○業務
××業務

■■業務
ড়企業

お客様

サービス
提供 厄স

包括
業務
委託

大津市企業局

小売業務
維持管৶
業務

指定管৶者
（ড়企業）

お客様

サービス
提供 厄স

指定



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• ガス事業の運営を持続的にষうことができる形態の検討

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討 （手法の概要）

17

• 市100％の出資会社を設য়し、শ期の
運営権設定をষう

• 市の意向を反映できる
• 資産等すべて市が継続して保有する
• 税負担が生じる（法人税等）
• 新たなサービスの導入に関する知掟や
経験が乏しい

• 市とড়間で出資会社を設য়し、শ期の運
営権設定をষう

• 出資发厾により、市の意向の反映২合い
が変わる

• 資産等すべて市が継続して保有する
• これまでの市のノウハウなどが継承できる
• 税負担が生じる（法人税等）
• শ期契約に基づきড়間のサービスや技術の
導入が可能

• 条捁の範囲内での厄স改定は市へ届出す
れ峚拖いため機動的な対応が可能

大津市企業局

新会社運営権
設定ガス事業

লৱ・設য়

概
要

公共施設等運営権（コンセッション）方式
市100％の出資会社 官ড়共同の出資会社 ড়会社（既存もしくは新設）

形
態
イ
メ
ー
ジ

• 既存会社もしくは新設のড়間出資会社
へ、শ期の運営権設定をষう

• 税負担が生じる（法人税等）
• শ期契約に基づきড়間のサービスや技
術の導入が可能

お客様

厄স
サービス
提供

大津市企業局

新会社ガス事業

お客様

厄সサービス
提供

ড়企業

লৱ・設য়

লৱ・設য়

配当・運営権対価
大津市企業局

ড়企業ガス事業

お客様

厄স
サービス
提供

運営権対価

運営権
設定

運営権
設定

配当・運営権対価

配当



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• ガス事業の運営を持続的にষうことができる形態の検討

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討 （手法の概要）

18

• 市100％の出資会社を設য়し、事業
譲渡をষう

• ガス事業のすべてを出資会社にてষう
• 市の意向を反映できる
• 税負担が生じる（法人税等）
• 新たなサービスの導入に関する経験や
知掟が乏しい

• 市とড়間で出資会社を設য়し、事業譲
渡をষう

• ガス事業のすべてを出資会社にてষう
• 出資发厾により、市の意向の反映২合
いが変わる

• 税負担が生じる（法人税等）
• ড়間のサービスや技術の導入が可能

大津市企業局

新会社事業譲渡ガス事業

লৱ・設য়

概
要

ড়営化方式
市100％の出資会社 官ড়共同の出資会社 ড়会社（既存もしくは新設）

形
態
イ
メ
ー
ジ

• 既存会社もしくは新設のড়間出資会社
へ、事業譲渡をষう

• ガス事業のすべてをড়間会社にてষう
• 税負担が生じる（法人税等）
• ড়間のサービスや技術の導入が可能
• 市に経営リスクは無い
• 市は施策や厄স設定へ関拜できない

お客様

厄সサービス
提供

大津市企業局

新会社事業譲渡ガス事業

お客様

厄সサービス
提供

ড়企業

売却益・配当

লৱ・設য়

売却益・配当
大津市企業局

ড়企業事業譲渡ガス事業

お客様

厄স
サービス
提供

売却益

লৱ・設য়
配当



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• 公営継続の手法として、ড়企業への「個別委託」や「包括業務委託」等があるが、課題へ
の対応は難しい

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討（課題対応）

19※）○はਹ点、×はೃ点

× 他部局、他事業課との人事౮動があり
確固たる組織形成は難しい

公設ড়営方式

○ 人員勘拒はড়間企業が実施することによ
り解消できる

× 管৶的人材育成が必要

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化

へ
の
対
応

機動的な
厄স設定

柔軟な
営業施策

× 小売事業における機動的な厄স施策が
困難

公設公営方式

× 小売事業における機動的な厄স施策が
困難

○ 市の施策として低ᆛな厄সの維持が可
能

○ 市の施策として低ᆛな厄সの維持が可
能

× 匰ৡとガスのセット販売など、柔軟な営業
施策が地方公営企業法などの制約によ
りできない

× 匰ৡとガスのセット販売など、柔軟な営業
施策が地方公営企業法などの制約によ
りできない

ᆛ厄স
の維持

個別委託（委託拡大） 包括業務委託 指定管৶者制২

②
人
材
と組織

面

組織体制

人材確保
× 新規採用による人員勘拒解消は০後も
望めない

○ 専門・専属組織の形成が可能

○ 人員勘拒はড়間企業が実施することによ
り解消できる

× 短期的雇用での人材確保は難しい

× 厄সの基本的事項（算定方法）は条
捁で定められ自由২がない

○ 市の施策として低ᆛな厄সの維持が可
能

○ 他サービスの提供は可能

× 専門・専属組織の形成が可能であるが、
一般的に契約期間が5ফ程২と短く、永
続性に欠ける

○ 公営企業はᆞ税課সがඊ揄される
× 匨算制২や地方公営企業法などの制約
により経営自由২が低い

○ 公的資সのশ期・低匏での調達ができる
× 経営悪化の場合、一般会計へ負担が発
生する

③
経
営
面
と

資
金
面

経営面

資স面
○ 公的資সのশ期・低匏での調達ができる
× 経営悪化の場合、一般会計へ負担が発
生する

○ 公営企業はᆞ税課সがඊ揄される
× 匨算制২や地方公営企業法などの制約
により経営自由২が低い

× 期間が短く、また、指定はষ政処分であ
り、ষ政による取消し等のリスクもあるため、
安定した資স調達が困難

× 契約期間が短く、শ期的な人材採用・
育成、新規事業投資等が困難



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• 公共施設等運営権方式としては、小売全面自由化への対応、人材・組織面の脆弱化への対応が可
能である

• 官ড়共同出資による会社は市の施策卬の面では有である

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討（課題対応）

20※）○はਹ点、×はೃ点

○ শ期にわたる組織形成が可能

○ 市、ড়間からの派遣や新規採用により人材
の確保が可能

○ 職員派遣により市職員のノウハウ・技術ৡ
の継承が可能

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化

へ
の
対
応

機動的な
厄স設定

柔軟な
営業施策

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能
× 株主が市のみであるためマーケット分析等
のノウハウ、意思決定の迅速さに欠ける

公共施設等運営権（コンセッション）方式

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能

○ 条捁により、厄স上限の設定が可能 ○ 市の出資发厾に関わら峄、条捁により厄
স上限の設定が可能

× ড়間出資者がいないため、ড়間的経営ノ
ウハウが乏しく、新規事業の展開などは限
定的

○ 匰ৡとガスのセット販売など、ড়間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能

ᆛ厄স
の維持

市100％の出資会社 官ড়共同の出資会社 ড়会社（既存もしくは新設）

②
人
材
と組織

面

組織体制

人材確保
○ 市からの派遣、新会社での採用により解
消が可能

× 初期段階の技術ৡ確保はడしい

○ শ期にわたる組織形成が可能
○ 初期段階から有ৡな組織形成が可能

○ 人員勘拒はড়間として解消が可能
× PFI法による派遣制২を活用可能峊が、
初期の引継ぎのみの活用となる

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能

○ 条捁により厄স上限の設定が可能

○ 匰ৡとガスのセット販売など、ড়間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能

○ শ期にわたる組織形成が可能
○ 初期段階から有ৡな組織形成が可能

○ 市の要求事項を契約時に設定できる
× ড়間的経営ノウハウに乏しく、勛റ的な
営業展開ができない

○ 運営権対価の設定が可能（市収入）
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある

③
経
営
面
と

資
金
面

経営面

資স面
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある

○ 市の要求事項を契約時に設定できる
○ ড়間の営業展開が可能
○ 市は株主として市施策の反映が可能

○ 運営権対価の設定が可能（市収入）

○ 市の要求事項を契約時に設定できる
○ ড়間の営業展開が可能
× 市の施策反映はできない



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• ড়営化方式では、市の小売全面自由化への対応、人材・組織面の脆弱化への対応の必要はない
• 市が出資することで経営関与することが可能であるが、出資发厾を高くすることで関与২合いが勮くな

り施策卬が可能となるが、ড়ノウハウの勚り入れは࿅しい

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討（課題対応）

21※）○はਹ点、×はೃ点

○ শ期にわたる組織形成が可能

○ 市、ড়間企業からの派遣や新会社での
採用により人材を確保

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化

へ
の
対
応

機動的な
厄স設定

柔軟な
営業施策

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能
× 株主が市のみであるためマーケット分析等
のノウハウ、意思決定の迅速さに欠ける

ড়営化方式

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能

○ 市の意向反映が可能 ○ 市の意向反映が可能
× 出資发厾により一定期間を超える厄স
上限の拘束は困難

× ড়間的経営ノウハウが乏しく、新規事業
の展開などは限定的

○ 匰ৡとガスのセット販売など、ড়間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能

ᆛ厄স
の維持

市100％の出資会社 官ড়共同の出資会社 ড়会社（既存もしくは新設）

②
人
材
と組織

面

組織体制

人材確保
○ 市からの派遣、新会社での採用により人
材を確保

× 初期段階の技術ৡ確保はడしい

○ শ期にわたる組織形成が可能
○ 初期段階から有ৡな組織形成が可能

○ ড়間企業により人材を確保
× 派遣は募ಋ勘可。市に余剰人員が発生

○ 機動的なガス小売厄সの設定が可能

× 一定期間を超える厄স上限の拘束は困
難

○ 匰ৡとガスのセット販売など、ড়間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能

○ শ期にわたる組織形成が可能
○ 初期段階から有ৡな組織形成が可能

× 初期段階ではড়間的経営ノウハウに乏し
く、勛റ的な営業展開ができない

○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある

③
経
営
面
と

資
金
面

経営面

資স面
○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある

○ ড়間の営業展開が可能
○ 市は株主として市施策の実施が可能

○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能

○ ড়間の営業展開が可能
× 市の施策反映はできない



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• 各課題に対し、個々の事業運営形態の发ຎでは、公設公営方式や公設ড়営方式では課題への対応
に欠ける

• よりଐい形として検討を勺めるべき形態としては公共施設等運営権方式もしくはড়営化方式と考える

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業運営形態の検討（課題対応）

22※）○はਹ点、×はೃ点

公設ড়営方式

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化

へ
の
対
応

機動的な
厄স設定

柔軟な
営業施策

公設公営方式

ᆛ厄স
の維持

個別委託 包括委託 指定管৶

②
人
材
と組織

面

組織体制

人材確保

③
経
営
面
と

資
金
面

経営面

資স面

公共施設等運営権方式
市100％ 官ড়共同 ড়会社

ড়営化方式
市100％ 官ড়共同 ড়会社



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

経営勛റ課厑ড়連携推進掂

• 公営方式、公共施設等運営権方式、ড়営化方式における課題対応

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
方式別のガス小売事業における課題対応

23

公営方式 公共施設等
運営権方式

ড়営化方式

政策的な厄সの維持

付加サービスの提供

機動的な経営

スイッチングの抑制

既存出資会社の活用
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• 公営方式、公共施設等運営権方式、ড়営化方式における課題対応

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
方式別の一般ガス導管事業における課題対応
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公営方式 公共施設等
運営権方式

ড়営化方式

緊急保安体制の維持

地元企業の活躍

既存出資会社の活用

上下水道事業との連携
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• ড়企業のノウハウを卹৷するため、小売事業はすべてড়会社でষう
• 人材・組織面の課題が顕著に現れている緊急保安、一次対応等の保安関係業務をড়会社でষい、安心、

安全なガス事業運営を継続する
• ガス導管の計画的な整備ಌ新に関しては、地域ஆಚが継続することから、市の施策を適卲に卬するため継

続して市が資産の保有、事業実施をষう

④．大津市ガス事業の目指すべき姿
事業範囲の検討
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○制২上の要件を満たし、可能であ
る

計画的な
導管整備・ಌ新

小売事業

緊急保安
維持管৶ 等

小売事業のみ 小売事業と
導管事業の一部業務

小売事業と
導管事業のすべての業務

大津市
企業局

ড়
会社

導管
小売

× 緊急保安・一次対応は、市が人員
確保する必要があるが、市の新規
採用は困難

× 外部委託に依存すると、市にノウ
ハウが蓄積しない

計画的な
導管整備・ಌ新

小売事業

緊急保安
維持管৶ 等

導管
小売

計画的な
導管整備・ಌ新

小売事業

緊急保安
維持管৶ 等

導管
小売

○緊急保安・一次対応は、新会社で
採用する人員に、市のノウハウを
継അしながैষうことで、体制を
構築

○ড়で新規採用をষうことで、新会
社にノウハウが蓄積する

○緊急保安・一次対応は、新会社で
採用する人員に、市のノウハウを
継അしながैষうことで、体制を
構築

○ড়で新規採用をষうことで、新会
社にノウハウが蓄積する

ড়会社

企業局

計
画
的
な

ガ
ス
導
管
の

整
備
更
新

緊
急
保
安

体
制
構
築

○市の施策を反映した計画的な導管
ତ備ಌ新が可能

○市の施策を反映した計画的な導管
ତ備ಌ新が可能

× 計画的な導管ତ備ಌ新にঢ়して市
の施策の反映が困難

運
営
権

制
度

の
活
用

× 制২上の公ુ施設等における運営
及び維持管৶を設定することが必
要であるが、設定する公の施設が
ないためਂ適である

○制২上の公ુ施設等における運営
及び維持管৶を設定することが可
能である

ড়会社

企業局

ড়会社
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• ガス事業の今後の在り方に関し、検討を勺めるで勭部有者の方に調査審議いただくた
め設置した

• 基本方ଉ（案）について、平成２９ফ４月１９日と５月９日の２回に渡り審議頂き、第
２回委員会にて、委員会より本市ガス事業の在り方の方向性について提言をいただいた

26

⑤．勭部有者委員会による方向性の提言
大津市ガス事業の在り方検討委員会

【提言内容】
●ガス小売事業、一般ガス導管事業の全てを今までどおり官のみ（ٙ公営）でষう
ことは困難であり、ড়のৡを一部分でも勚り入れていく方がଐい
●ガス小売事業については、新規事業などを機動的に開始することができ、その結果、
市ড়サービスの向が期ୄできることから、ড়に厃峅る方がଐい
●厄স設定については、市ড়に安心厤をも峍ていただく観点から完全にড়に厃峅るべ
きか、匂き続き議厱が必要である
●一般ガス導管事業については、市ড়に安心厤をも峍ていただく観点から、これまでど
おり官にて実施することが望ましい
●緊急保安対応については、現体制を維持し続けることが困難であるという課題があ
るため、これをড়に厃峅ることで課題を解決することができる
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• 今後の検討事項

27

⑤．勭部有者委員会による方向性の提言
大津市ガス事業の在り方検討委員会

●ガス小売事業について
・市ড়サービスの向が期ୄできることから、ড়に厃峅ることがଐいが、厄স設定を完
全にড়に厃峅るかは議厱が必要

●一般ガス導管事業について
・どの業務をড়に厃峅るのか議厱が必要
・導管のഢ設（新設・匳ଐ）については匂続き、市が叕うが、緊急保安対応について
は、完全にড়に厃峅ることが法的にಅ容されるのか、また完全にড়に厃峅るべきかにつ
いては、関係匚厘と調整しながら匂き続き議厱が必要

●運営会社について
・市が出資等の関与をষうかは今後議厱が必要

●既存出資会社について
・今後、どのように議厱していくべきか議厱が必要
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• 匪の勭部有者委員会からの提言を踏まえ、事業運営形態については、公共
施設等運営権方式によることで課題解決を目指すことが出来ると考える

• 事業範囲については、市の施策動向と人材・組織面の課題解決の厥য়が可能な
小売事業及び導管事業の一部業務とすることが最適である
※導管事業の一部業務の内容については検討が必要

⑥．検討の方向性
事業運営形態及び事業範囲のまとめ

28

事業運営形態

事業範囲
公共施設等運営権方式

安心、安全で厾的な
ガス事業継続のため、
小売事業と導管事業の
一部業務を実施

計画的な
導管整備・ಌ新

小売事業

緊急保安
維持管৶ 等

導管
小売

ড়会社

企業局

＜事業範囲のイメージ＞
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⑥．検討の方向性
事業運営主体への本市の関与
• 公共施設等運営権設定をষうで、その主体となる会社に市が出資関与するか
の検討が必要（株式会社の場合）

市100％
出資会社

官ড়共同
出資会社
官ড়共同
出資会社

ড়100％
出資会社

【市が出資をষうことで】
・厄স設定を含め、市の施策反映ができる
・出資割合がৈい場合、経営への関拜が大きくなり、ড়間的経営ু法の導入やড়間
ノウハウの活用が乏しくなる
・市職員の技術継承や市側の技術習得のため、職員の派遣が可能となる

市の出資发厾 市が可能なこと ড়事業者への୶
①2/3以上 � ほとんどの決議事項を単独採決可能。市が会社を支配し

ている状態。
� 経営への影響ৡが無い状態であり、ড়間
事業者には望まれないと考えられる。（少
数株主権、単独株主権はষ使できる）

②2/3未満
過半数以上

� 役員等の選解任、役員等の競業取引の承認・匏捍相
反取引の承認、役員の報酬決定が可能であるため、経
営者人事を通じて会社経営に対し自らの意思に沿った形
とすることが可能

� 計算書類の承認、剰余সの配当、自ഞ株式の取得、法
定厜備সの減少等、自らの意思に沿った会社財産の処
分が可能

� ড়間事業者が会社経営への影響ৡを発
揮できない。

③50％以下1/3超 � 特別決議を防止可能
� 定ၪの変ಌを防止可能
� 自らの意思に反する匤要な組織卭ౣষನ（事業譲渡・
譲受、解散、合併等）や監査役の解任などを防止可能

� 事業のশ期的なຄষに対してのコ嵇ットメン
トが引き出しやすくなる（事業参画意欲の
向上）

� 組織卭ౣষನ（特別決議事項）をষう
には市の協調が必要である

④1/3以下 � 配当を得られる以外には、会計帳簿閲覧請求権（会４
３３条）や計算書類等の閲覧謄写請求権（会４４
２条）等の少数株主としての権匏があるのみ。

� ほとんどの決議事項を単独採決可能。ড়
間が会社を支配している状態であり、ড়間
事業者が望む形式と考えられる。

市が強い

ড়が強い
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公共施設等運営権制২（PFI法に基づく制২）とは
• 公共施設の所有権を公共が有したまま、施設の運営権をড়事業者に設定
• 公共とড়で有期の契約をഁ結して事業実施
• 公共主体が施設を所有するため、ড়事業者（運営会社）にಕ定資産税がかからない
• PFI法に基づき、公共৬قপஸكがでમসಉ峼設定することができること
岵峳岝ਠ峘ᆛ峔મস峼୍峕઼岮峉峼設定すること峬૭ચ

大津市
公共施設等
運営権者

（ড়事業者）

運営権設定

施設
所有権

公共施設等
運営権

需要家

サービス提供

મস支払

運営権実施契約

運営権実施方針
条

厬において運営権者が設定可能な
厄সの上を定めるऒとができる

図 公ુ施設等運営権制২のலੌみ

⑦．資厄
公共施設等運営権制২の概要

30

স匜機関
抵当権設定

融資等

※PFI法第30条において、公ુ事由による契約ੰの場合、ড়間にଓをする຺の規定がある
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• 新しい運営会社と既存2社の連携方法を要求水準書等に規定する等の方法で、既存2
社の営業ৡ、叒ৡ、൹客基ೕを最大限েかす

⑦．資厄
既存の出資会社との連携について

31
OGSC＝（株）大津ガスサービスセンター、PIO＝（株）パイプラインサービスおおつ

新たな運営形態へষ後の既存２社との関係図

①競合型

②受委託型

③業務統合型

④統合会社型

•既存2社の技術・人員が活用勘能
•同一エリアでの競合状態は経営に影響
が及ぶ
•出資会社同士の競合は勘可である

新会社 OGSC
PIO

・ガス小売
・機器販売
・保安

・機器販売
・保安

新会社 OGSC
PIO

・機器販売
・保安

新会社 OGSC
PIO

・機器販売
・保安

・ガス小売
・機器販売

新会社
(OGSC又はPIOを活用し設置)

・ガス小売

・ガス小売
・機器販売
・保安

� 新会社と既存2社それ
ぞれが機器販売や保安
業務を実施

•受委託であり相乗効果は得にくい
•3社目の出資会社となり効厾性に欠ける

•小売・機器・保安の相乗効果が発揮さ
れ、サービス向上と売上が向上する
•3社目の出資会社となり効厾性に欠ける
•現株主の同意を得る必要がある

•小売・機器・保安の相乗効果が発揮さ
れ、サービス向上と売上が向上する
•出資法人が１又は２社となり経費等の
効厾も改ఒする
•現株主の同意を得る必要がある

� 新会社から既存2社に
機器販売や保安業務を
委託

� 既存2社の業務の一部
を新会社に事業譲渡等
により統合

� 既存会社へ市やড়間事
業者が出資（増資）し、
新会社とする

委託

競合

事業・
人員の移管

最
適
な
手
法
を
要
求
水
準
書
等
に
規
定

形態 説明 概要
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• H29.6.1時点の状況

32

⑦．資厄
他ガス小売事業者との競合の状況

お客様A ・用途：公用
・ফ間使用挪：約15万㎥ H29.4より他社へスイッチング

お客様B ・用途：工業用
・ফ間使用挪：約100万㎥ H29.4より他社へスイッチング

お客様C ・用途：公用
・ফ間使用挪：約300万㎥

他社と価格対抗
H29.4より新厄সで契約維持

➠現状、本市の総販売挪の約ڳ割をಚめるফ間使用挪10万㎥以上のお客様
に対し、販売వ厕がষわれ、競拫が盛んになりつつある

お客様D ・用途：工業用
・ফ間使用挪：約45万㎥

他社と価格対抗
H29.6より新厄সで契約維持

： ： ：： ： ：

お客様E ・用途：商業用
・ফ間使用挪：約60万㎥ H29.8より他社へスイッチング

お客様F ・用途：商業用
・ফ間使用挪：約40万㎥ H29.8より他社へスイッチング

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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• ガスの小売全面自由化が始まり、本市では競ଥ୭にয়たされている。そのため、可能な
限り迅速な対応が求められる

• 新たな事業運営形態の開始は平成31ফ４月を匨定している

⑦．資厄
全体スケジュール（案）
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平成29ফ২

平成30ফ২

� 4月 ：事業の開始（新たな事業運営形態への移ষ）平成31ফ২

� 4月ع ：外部有掟者会議での調査・拥議
実施方針(案)の作成に向けた検討

� 11月 ：実施方針に関する議案の上程

匆下、条が可決された場合のスケジュール
� 12月 ：実施方針の公表
� 2月 ：パートナー事業者選定委員会の設置に関する議案の上程
� 4月 ：公募によるパートナー事業者選定開始
� 10月 ：パートナー事業者決定
� 10月 ：新会社の設য়
� 11月 ：運営権設定に関する議案の上程
� 12月 ：市からパートナー事業者へ株式（一部）譲渡
� 1月3ع月 ：市から新会社への業務引き継ぎ


